
教 児 安 第 ６ ５ ９ 号 
令和４年１２月６日 

 
関係市教育委員会 
学校安全主管課長 様 

 
千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課長     

（公印省略） 
 

高校生の自転車の安全利用に向けた対策について（依頼） 
 

 日頃から、学校安全の推進について御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
このことにつきまして、令和４年１２月２日付け交総発第３４１号により、千葉県警察本部

交通部交通総務課長から、別添写しのとおり依頼がありました。 
つきましては、貴管下の市立高等学校及び特別支援学校（高等部）に対し周知していただく

とともに、下記の内容に基づいた交通安全教育を通じて、生徒の自転車の安全利用及び乗車用

ヘルメットの着用が推進されるよう、御指導をお願いいたします。 
記 

１ 自転車の安全利用 
・高校生の交通事故の約６割は登下校中に発生し、その９割以上は自転車乗車中の事故であ

ること。 
・自転車で安全に道路を通行するための知識と遵法意識を身につけることが、交通事故防止

に繋がること。（各種交通安全教育資料等を活用し、改めて自転車安全利用と交通ルール

等を指導すること。） 
 
２ 乗車用ヘルメットの着用 
・自転車乗車中にヘルメットを着用していない時の交通事故による致死率は、着用時と比べ

約２．２倍に高まること。（頭部損傷を防ぐ高い効果があること。） 
・今後、道路交通法の改正にともない、自転車乗用時のヘルメット着用については、全ての

年代で努力義務が課せられていること。 
 
 
 
 

担 当 
千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課 
安全班 指導主事 田中 福太郎 
ＴＥＬ：０４３（２２３）４０９１ 



教 児 安 第 ６ ５ ９ 号 
令和４年１２月６日 

 
関係教育事務所長 様 

 
教育振興部児童生徒安全課長 

 
 

高校生の自転車の安全利用に向けた対策について（依頼） 
 
このことについて、別添写しのとおり、市立高等学校及び特別支援学校（高等部）を所管し

ている関係市教育委員会学校安全主管課長宛てに通知しましたので、御了知願います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 
教育振興部児童生徒安全課安全班 
指導主事 田中 福太郎 
ＴＥＬ：０４３（２２３）４０９１ 

 
 
 
 
 
 



教 児 安 第 ６ ５ ９ 号 
令和４年１２月６日 

 
関係市教育委員会 
学校安全主管課長 様 

 
千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課長     

（公印省略） 
 

高校生の自転車の安全利用に向けた対策について（依頼） 
 

 日頃から、学校安全の推進について御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
このことにつきまして、令和４年１２月２日付け交総発第３４１号により、千葉県警察本部

交通部交通総務課長から、別添写しのとおり依頼がありました。 
つきましては、貴管下の市立高等学校及び特別支援学校（高等部）に対し周知していただく

とともに、下記の内容に基づいた交通安全教育を通じて、生徒の自転車の安全利用及び乗車用

ヘルメットの着用が推進されるよう、御指導をお願いいたします。 
記 

１ 自転車の安全利用 
・高校生の交通事故の約６割は登下校中に発生し、その９割以上は自転車乗車中の事故であ

ること。 
・自転車で安全に道路を通行するための知識と遵法意識を身につけることが、交通事故防止

に繋がること。（各種交通安全教育資料等を活用し、改めて自転車安全利用と交通ルール

等を指導すること。） 
 
２ 乗車用ヘルメットの着用 
・自転車乗車中にヘルメットを着用していない時の交通事故による致死率は、着用時と比べ

約２．２倍に高まること。（頭部損傷を防ぐ高い効果があること。） 
・今後、道路交通法の改正にともない、自転車乗用時のヘルメット着用については、全ての

年代で努力義務が課せられていること。 
 
 
 

担 当 
千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課 
安全班 指導主事 田中 福太郎 
ＴＥＬ：０４３（２２３）４０９１ 
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教 児 安 第 ６ ５ ９ 号 
令和４年１２月６日 

 
関係県立学校長 様 

 
教育振興部児童生徒安全課長 

 
 

高校生の自転車の安全利用に向けた対策について（依頼） 
 

このことについて、令和４年１２月２日付け交総発第３４１号により、千葉県警察本部交通

部交通総務課長から、別添写しのとおり依頼がありました。 
ついては、貴校教職員に対し周知するとともに、下記の内容に基づいた交通安全教育を通じ

て、生徒の自転車の安全利用及び乗車用ヘルメットの着用が推進されるよう、御指導願います。 
記 

１ 自転車の安全利用 
・高校生の交通事故の約６割は登下校中に発生し、その９割以上は自転車乗車中の事故であ

ること。 
・自転車で安全に道路を通行するための知識と遵法意識を身につけることが、交通事故防止

に繋がること。（各種交通安全教育資料等を活用し、改めて自転車安全利用と交通ルール

等を指導すること。） 
 
２ 乗車用ヘルメットの着用 
・自転車乗車中にヘルメットを着用していない時の交通事故による致死率は、着用時と比べ

約２．２倍に高まること。（頭部損傷を防ぐ高い効果があること。） 
・今後、道路交通法の改正にともない、自転車乗用時のヘルメット着用については、全ての

年代で努力義務が課せられていること。 
 

 
 
 

 
担 当 
教育振興部児童生徒安全課安全班 
指導主事 田中 福太郎 
ＴＥＬ：０４３（２２３）４０９１ 

 




